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第１章 目的及び位置付け 

１. 目的 

 山口県では、平成28年３月に、内海トラフ巨大地震で想定される地震及び津波の災害

から、速やかな復旧・復興を進めるため、災害廃棄物処理に関する基本的な考え方と方

策を「山口県災害廃棄物処理に関する検討報告書」（以下「検討報告書」という。）と

して取りまとめている。 

また、検討報告書の内容を精査し、必要な事項を山口県地域防災計画に盛り込むこと

で「山口県災害廃棄物処理計画」（以下「県災害廃棄物処理計画」という。）を策定す

ることとしている。 

今後は、県内市町において「災害廃棄物処理計画」（以下「市町廃棄物処理計画」と

いう。）の整備が進められていく必要があることから、県災害廃棄物計画との整合を確

保し、実効性ある計画としていくための指針として、「山口県災害廃棄物処理計画市町

策定ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を策定するものである。 

２. ガイドラインの位置付け 

市町災害廃棄物処理計画は、検討報告書を参考としつつ、県災害廃棄物計画と整合を

保ちながら策定する必要があるが、ガイドラインは、市町災害廃棄物処理計画を策定す

るにあたっての作成補助として位置づける。 

図 １-１ ガイドラインの位置づけ 
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第２章 想定災害及びガイドラインの構成 

１. 想定する災害 

 県災害廃棄物処理計画で想定したとおり、市町災害廃棄物処理計画では「南海トラフ

巨大地震」と「周防灘断層群主部地震」のうち、広域的な災害により県内外での災害廃

棄物処理対策が取りにくく、さらに最高津波水位がより高い「南海トラフ巨大地震」を

対象とすることを原則とする。 

本ガイドラインでは、「南海トラフ巨大地震」発災時の災害廃棄物量等の推計を行い、

その結果を市町災害廃棄物処理計画策定時の基礎資料として、資料編に掲載した。 

なお、想定地震・津波による災害の影響が小さい場合は、これまでに発生した水害等

を対象とすることで差支えない。 

２. ガイドラインの構成 

本ガイドラインの構成は、大きく２部に分かれ、第１部（第３章）は本編として、市

町災害廃棄物処理計画の策定に関する留意点等を記述し、第２部（第４章）は資料編と

して市町災害廃棄物処理計画策定時に必要な基礎資料である災害想定、災害廃棄物量の

発生量等の関係資料をとりまとめた。 
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第３章 本編 

１. 市町災害廃棄物処理計画の構成 

市町災害廃棄物処理計画は、環境省が、平成26年３月に策定した「災害廃棄物対策指

針」（以下「指針」という。）で求める内容を網羅するように構成するものとするが、

指針で求める内容の構成例を次に示した。 

なお、本構成は、参考例であり、市町の実情に応じ、構成、項目等の編集を行っても

差し支えない。 

[市町災害廃棄物処理計画の構成（例）] 

第１章 総則 

 １ 背景及び目的 

 ２ 基本的事項 

  （１）計画の位置づけ 

  （２）対象とする災害 

  （３）対象となる災害廃棄物 

  （４）災害廃棄物処理の基本的な考え方 

  （５）災害廃棄物の処理主体 

第２章 各主体の役割・行動 

 １ 各主体の役割分担 

  （１）市町の役割 

  （２）県の役割 

  （３）国の役割 

  （４）支援地方公共団体の役割 

  （５）関係団体や民間事業者等の役割 

 ２ 発災後における各主体の行動 

第３章 廃棄物処理の現状 

 １ 一般廃棄物処理施設の現状 

 ２ 産業廃棄物処理業者の状況 
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第４章 災害廃棄物処理計画 

 １ 組織体制 

 ２ 情報収集及び連絡体制 

 ３ 協力及び支援体制 

  （１）自衛隊・警察・消防との連携 

  （２）県・国の支援 

  （３）他の地方公共団体の支援 

  （４）民間事業者の支援 

  （５）ボランティア団体との連携 

 ４ 職員への教育・訓練 

 ５ 災害廃棄物等（災害廃棄物、し尿、避難所ごみ）の処理 

  （１）災害廃棄物処理の基本方針 

  （２）災害廃棄物等の発生量及び処理処分可能量の推計 

  （３）災害廃棄物等の処理スケジュール 

  （４）災害廃棄物等の処理フロー 

  （５）損壊家屋等の解体・撤去 

  （６）収集運搬計画 

  （７）仮置場の確保 

    ① 一次集積場の確保 

    ② 二次集積場（仮設焼却炉等）の確保 

  （８）分別・処理・再資源化方法 

  （９）最終処分方法 

  （10）環境対策 

  （11）広域的な処理・処分 

  （12）有害廃棄物・処理困難廃棄物の処理 

  （13）津波堆積物の処理・処分 

  （14）思い出の品等の取扱い 

  （15）許認可手続きの整理 

  （16）災害廃棄物処理事業の進捗管理 

６ 相談窓口の設置 

７ 住民等への周知・広報  
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２. 市町災害廃棄物処理計画策定上の留意点 

市町災害廃棄物処理計画は、前項に示した構成を基本に作成するものとするが、各項

目において策定上留意すべき事項を以下に記述する。 

2-1. 全般的な留意事項 

○発災後の時期区分は次に示すように、大きく、初動期、応急対応時及び復旧・復

興時に分かれ、それぞれによって行動内容が異なってくること。 

○したがって、災害廃棄物処理計画では、各項目ごとに、発災後の時期区分に応じ

た内容を記述すること。 

表 ３-１ 発災後の時期区分と特徴 

時期区分 時期区分の特徴 時間の目安 

初 動 期 人命救助が優先される時期（体制整備、被害状

況の確認、必要資機材の確保等を行う） 

発災後数日間 

応 急 対 応

（ 前 半 ）

避難所生活が本格化する時期（主に優先的な処

理が必要な災害廃棄物を処理する期間） 

～３週間程度 

応 急 対 応

（ 後 半 ）

人や物の流れが回復する時期（災害廃棄物の本

格的な処理に向けた準備を行う期間） 

～３カ月程度 

復旧・復興 避難所生活が終了する時期（一般廃棄物処理の

通常業務化が進み、災害廃棄物の本格的な処理

の期間） 

～３年程度 

出典：災害廃棄物対策指針（平成26年3月 環境省） 

2-2. 「第１章 総則」記載の留意事項 

(1) 背景及び目的 

市町災害廃棄物処理計画の作成にあたって、計画策定の背景及び目的を記載する。 

＜記載上の留意点＞ 

検討報告書及び県災害廃棄物処理計画に記載した背景及び目的を参考に、

市町災害廃棄物処理計画を策定する意義を記載すること。 
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(2) 基本的事項 

① 計画の位置づけ 

 市町災害廃棄物処理計画の位置づけを、市町地域防災計画や一般廃棄物処理計

画、県災害廃棄物処理計画等との関連を踏まえつつ記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

検討報告書における市町災害廃棄物処理計画の位置づけは次に示すとおり

であり、この位置づけを十分に踏まえること。

図 ３-１ 検討報告書、県災害廃棄物処理計画及び市町災害廃棄物処理計画の位置づけ 
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出典：廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律の概要（一部加筆） 

図 ３-２ 災害廃棄物処理計画及び災害廃棄物処理実行計画の位置づけ 

② 対象とする災害 

 原則、検討報告書で想定した「南海トラフ巨大地震」を対象として記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

「南海トラフ巨大地震」による影響がないかまたは極めて小さい場合には、

これまでに発生した水害等を対象として差し支えないこと。 

なお、「南海トラフ巨大地震」を対象とした災害廃棄物処理を支援する立

場になることの想定も必要であること。 

③ 対象となる災害廃棄物 

 市町災害廃棄物処理計画で対象とする災害廃棄物を記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

検討報告書で対象としている災害廃棄物の種類と特性は次に示すとおりで

あり、これを参考に市町災害廃棄物処理計画で対象とする災害廃棄物を検

討すること。 
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表 ３-２ 検討報告書で対象とした災害廃棄物の種類と特性 

災害廃棄物 内容 特性 

地
震
・
津
波
に
よ
っ
て
発
生
す
る
廃
棄
物
等

可燃物 
繊維類、紙、木くず、プラスチック等が

混在した廃棄物 

分別可能な場合はリサイクル可能 

分別不可能な場合は適正処理 

不燃物 

分別することができない細かなコンク

リートや木くず、プラスチック、ガラス、

土砂などが混在し、概ね不燃性の廃棄物 

リサイクル不可 

適正処理 

コンクリート

がら 

コンクリート片やコンクリートブロッ

ク、アスファルトくずなど 
リサイクル可能 

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材など リサイクル可能 

木くず 
柱・梁・壁材、水害または津波などによ

る流木など 
リサイクル可能 

腐敗性廃棄物 

畳や被災冷蔵庫等から排出される水産

物、食品、水産加工場や飼肥料工場等から

発生する原料及び製品など 

腐敗性のため基本的には、リサイ

クル不可、可燃物として適正処理

（市町の施設では困難） 

廃家電 

被災家屋から排出されるテレビ、洗濯

機、エアコンなどの家電類で、災害により

被害を受け使用できなくなったもの 

リサイクル可能なものは、各リサ

イクル法により処理 

リサイクル不可能なものは不燃物

として適正処理 

廃自動車 
災害により被害を受け使用できなくなっ

た自動車、自動二輪、原付自転車 

リサイクル可能なものは、各リサ

イクル法により処理 

リサイクル不可能なものは適正処

理（市町の施設では困難） 

廃船舶 
災害により被害を受け使用できなくなっ

た船舶 

リサイクル可能 

リサイクル不可能なものは、適正

処理（市町の施設では困難） 

有害廃棄物 

石綿含有廃棄物、ＰＣＢ、感染性廃棄

物、化学物質、フロン類・ＣＣＡ・テトラ

クロロエチレン等の有害物質、医薬品類、

農薬類の有害廃棄物等 

適正処理（市町の施設では困難） 

その他、適正

処理が困難な

廃棄物 

消火器、ボンベ類などの危険物や、ピア

ノ、マットレスなどの地方公共団体の施設

では処理が困難なもの（レントゲンや非破

壊検査用の放射線源を含む）、漁網、石膏

ボードなど 

適正処理（市町の施設では困難） 

津波堆積物 

海底の土砂やヘドロが津波により陸上に

打ち上げられ堆積したものや、陸上に存在

していた農地土壌等が津波に巻き込まれた

もの 

有害物などを含まない状態でリサ

イクル可能 

有害物が混入している場合は適正

処理 

思い出の品等 写真、位牌、賞状、貴重品等 返還を想定した回収・保管管理 

生
活
に
伴
い
発
生
す
る
廃
棄
物

生活ごみ 家庭から排出される生活ごみや粗大ごみ 
分別可能な場合はリサイクル可能 

分別不可能な場合は適正処理 
避難所ごみ 避難所から排出される生活ごみなど 

し尿 

仮設トイレ（災害用簡易組み立てトイ

レ、レンタルトイレ及び他市町・関係業界

等から提供されたくみ取り式トイレの総

称）等からの汲取りし尿 

適正処理 



-9-

④ 災害廃棄物処理の基本的考え方 

 災害予防時、災害応急対応時及び復旧・復興時における市町災害廃棄物処理計

画に求められる基本的な考え方を被災した立場と支援する立場の両面から記載す

る。 

＜記載上の留意事項＞ 

検討報告書に市町災害廃棄物処理計画における基本的な考え方を掲載して

いるので、これを参考にすること。 

表 ３-３ 検討報告書に記載している市町災害廃棄物処理計画の基本的な考え方 

立

場 
時期 市町災害廃棄物処理計画の基本的な考え方 

被
災
し
た
立
場

災
害
予
防

 処理最前線として具体性のある計画を策定する。 

 県が推進する災害時における関係団体や民間企業との協力

支援体制を明記する。 

 自市町の災害処理体制を整理把握し、処理可能範囲・内容

を検討する。 

災
害
応
急
対
応

 発災時に災害廃棄物処理実行計画の検討、策定を行う。 

 初動体制を構築し、状況把握を行い、災害対応及び財政管

理等を行う。 

 災害状況を把握し、県、隣接市町及びその他地方公共団体

等への支援要請を行う。 

 必要に応じて事務手続きの実施や代行措置などについて県

へ要請する。 

 自市町内の災害廃棄物処理の進捗管理を行う。 

【基本的な考え方】 

災害廃棄物等の収集、処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に定め

る基準により迅速かつ適切に行う。また、処理に当たっては、可能な限りリサ

イクルに努めるとともに、環境汚染の未然防止又は住民、作業者の健康管理に

も留意する。 
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災
害
復
旧
・
復
興
等

 必要に応じて支援を速やかに受けることができるように県

に対して、災害廃棄物の処理状況を継続的に報告する。 

 復旧・復興計画と合わせた処理・再資源化を実施する。 

 災害廃棄物処理の状況を踏まえ、災害廃棄物処理実行計画

の見直しを行う。 

立場 時期 市町災害廃棄物処理計画の基本的な考え方 

支
援
す
る
立
場

災
害
予
防

 県内外市町村への支援体制を構築するための組織・人材・

機材等の計画を策定する。 

 県内外市町村との支援協定を締結する。 

災
害
応
急
対
応

 県内外市町村への支援に必要な情報収集を行い、支援を実

施する。 

災
害
復
旧
・
復
興
等

 県内外市町村への支援に必要な情報収集を行い、支援を実

施する。 

 長期支援の実施を検討する。 

⑤ 災害廃棄物の処理主体 

 災害廃棄物の処理主体は市町であることを記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

災害廃棄物の処理主体は市町であるが、特定大規模災害時等の自ら処理す

ることが困難な状況においては、県への災害廃棄物処理の事務委託を求め

る場合も生じることに留意すること。 
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2-3. 「第２章 各主体の役割・行動」記載の留意事項 

(1) 各主体の役割分担 

市町、県、国、支援地方公共団体及び関係団体や民間事業者等の役割について記

載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

検討報告書に記載している市町の役割と整合を図ること。 

市町の実状に応じて県への事務委託の有無、仮設焼却炉の必要性など市町

の役割を記載し、県や国に求める役割を整理すること。 

協定等の締結を行っている支援地方公共団体、関係団体または民間事業者

等がある場合には、協定の内容を踏まえ、それぞれの役割分担の内容を整

理すること。 

(2) 発災後における各主体の行動 

 前項であげた各主体ごとに、初動期、応急対応及び復旧・復興の時期区分での行

動内容を記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

検討報告書では、市町の行動内容として次の事項を記載しているが、市町

の実情に応じて、より具体的な行動内容を記載すること。 

県及び国の行動内容は、検討報告書に記載した内容を基本に、市町から県

への事務委託等の有無を考慮し記載すること。 

支援地方団体・関係団体及び民間事業者等の行動については、協定等の締

結が行われている場合には、その内容を踏まえた行動を記載すること。 

【市町の役割】 

 原則として、市町は全ての災害廃棄物を処理する。 

 また、大規模災害であっても原則として避難所ごみやし尿の処理を行うとと

もに、処理することが可能な災害廃棄物については、自ら処理を行う。 

 なお、大規模災害時における災害廃棄物処理に的確に対応できるよう、一般

廃棄物処理計画に必要事項を盛り込むととともに、必要に応じて仮設焼却施設

の設置等に係る県との事前協議に努める。 
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表 ３-４ 検討報告書に記載している市町の行動内容 

時期区分 行動内容 

初動期 

 専門チームの立ち上げ、責任者の決定、指揮命令系統の確立 

 組織内外の連絡手段の確保 

 被害状況の把握及び県への連絡 

 関係団体等への協力・支援要請 

 仮設トイレの必要数検討及び確保 

 し尿受入処理施設の確保 

応急対応 

 災害廃棄物発生量の推計、処理可能量の推計 

 収集運搬体制の確保、収集運搬の実施 

 仮置場の必要面積の算定、選定、確保 

 仮置場における災害廃棄物の受入管理・運営 

 倒壊家屋等の解体 

 有害廃棄物、危険物への対応検討、災害廃棄物の再資源化方

法検討・実施 

 仮設トイレの管理・し尿収集 

復旧・復興 

 仮置場の終了・復旧・原状復帰 

 災害廃棄物の再生利用継続実施・管理・運営 

 有害廃棄物・危険物の処理（委託処理含む） 

 避難所の閉鎖に伴う仮設トイレの撤去・原状復帰 
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2-4. 「第３章 廃棄物処理の現状」記載の留意事項 

(1) 一般廃棄物処理施設の現状 

 現有する一般廃棄物処理施設について、想定災害発災時の浸水被害、損傷等の想

定を行い自立稼働の可否について調査し、記載する。 

 また、平常時の処理能力の余裕分を解析し、災害廃棄物の処理可能量の推計を行

い記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

対象とする一般廃棄物処理施設は、ごみ焼却処理施設、資源化施設（粗大

ごみ処理施設等を含む）及びし尿処理施設等とすること。 

広域施設にあっては、設置場所市町との協議を行い、災害廃棄物（避難ご

み、仮設トイレのし尿を含む）の受入可能量について確認すること。 

施設の状況は定期的に更新するとともに、地図にプロットし、災害時にお

いても搬入経路を検討できるようにしておくこと。 

施設の状況に加え、収集運搬車両の状況についても整理すること。 

(2) 産業廃棄物処理業者の状況 

 計画区域内にある産業廃棄物処理施設を把握し、必要に応じて、処理可能廃棄物

の種類、処理委託可能量などのヒアリングを行いその結果を記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

災害時に発生する有害廃棄物や処理困難廃棄物など、市町の処理施設で処理

が困難な災害廃棄物の処理委託を行うことを想定すること。 

処理委託に関する関係団体等との協定締結も見据えた内容とすること。 
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2-5. 「第４章 災害廃棄物処理計画」記載の留意事項 

(1) 組織体制 

 災害廃棄物処理に係る組織体制を記載する。 

＜記載上の留意点＞ 

市町の地域防災計画との整合を図り、災害対策本部の組織体制、災害廃棄

物処理の組織体制、避難ごみの処理及び仮設トイレのし尿処理に係る組織

体制について、それぞれ、配置計画、連絡体制及び指揮命令系統等につい

て記載すること。 

(2) 情報収集及び連絡体制 

 収集すべき情報の種類と情報収集の連絡系統について記載する。 

＜記載上の留意点＞ 

収集すべき情報は、応急対応時と復旧・復興時で異なるため、検討報告書

に記載した内容を参考に市町で収集すべき情報を整理すること。 

表 ３-５ 応急対応時に収集すべき情報 

分類 内容 

被災状況   ライフラインの被害状況 

 避難箇所と避難人員の数及び仮設トイレの必要数 

 自市町の一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設、し尿処理

施設、最終処分場等）の被害状況 

 自市町の産業廃棄物等処理施設（処理施設、最終処分場

等）の被害状況 

 有害廃棄物の状況 

収集運搬体制に関す

る情報 

 道路情報（橋梁の崩壊、道路の陥没など通行不能箇所に

関する情報） 

 収集運搬車両の状況（稼働可能な収集運搬車両に関する

情報） 

発生量を推計するた

めの情報 

 全半壊の建物数と解体・撤去を要する建物数 

 津波の浸水範囲（床上、床下戸数） 

 津波堆積物の深さ、範囲 
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表 ３-６ 復旧・復興時に収集すべき情報 

分類 内容 

被災箇所の復旧状況   ライフラインの復旧状況 

 仮設住宅など避難場所の残存状況 

 自市町の一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設、し尿処理

施設、最終処分場等）の復旧状況 

 自市町の産業廃棄物処理施設（処理施設、最終処分場

等）の復旧状況 

収集運搬体制に関す

る情報 

 道路の復旧情報 

 収集運搬車両の復旧状況 

災害廃棄物の処理の

ための情報 

 災害廃棄物処理の進捗及び一次集積所残存廃棄物の状況 

 有害廃棄物の処理進捗状況 

 復旧・復興に係る自市町の資材需要量及び場所 

(3) 協力及び支援体制 

発災時の計画区域内における「自衛隊・警察・消防」との連携、「県・国、他の

地方公共団体、民間事業者及びボランティア団体」との広域支援体制についいて記

載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

自衛隊・警察・消防との連携については市町の地域防災計画と整合性を図

る。また、広域支援体制については、協定等の締結が行われている場合に

は、その内容を踏まえた支援体制を記載する。 

(4) 職員への教育・訓練 

災害廃棄物処理計画の周知、災害廃棄物処理に係る行動の訓練など、発災時の初

動行動が迅速に行われるように教育・訓練の内容、方法などを記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

国、県の災害廃棄物処理に係る新しい知見、講習会などの積極的活用を図

り、定期的な周知・訓練が行われるよう留意する。 
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(5) 災害廃棄物等（災害廃棄物、し尿、避難所ごみ）の処理 

① 災害廃棄物処理の基本方針 

 対象とする災害廃棄物に対する運搬・分別・前処理（破砕・選別）及び中間処

理処分（再生利用含む）の方針を記載すること。 

＜記載上の留意事項＞ 

 検討報告書では、災害廃棄物等の処理の流れのイメージを次のように示してい

るので、これを参考に市町の実情に応じた処理方針を検討する。 

図 ３-３ 災害廃棄物処理の流れ（参考イメージ） 
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② 災害廃棄物の発生量及び処理可能量及び埋立処分可能量の推計 

 計画区域で発生する災害廃棄物の発生量及び、既存施設での処理可能量及び埋

立処分可能量を推計し記載する。 

 【推計する項目】 

 ・災害廃棄物 

 ・津波堆積物 

 ・避難所から発生する生活ごみ 

 ・し尿収集必要量 

＜記載上の留意点＞ 

検討報告書に県内市町の災害廃棄物発生量の推計方法及び推計結果を記

載しているので、それを参考にして推計を行うこと。 

なお、検討報告書では、南海トラフ巨大地震を対象としているので、別

の災害を想定する場合には、別途推計し直すこと。 

検討報告書で既存施設での処理可能量及び埋立処分可能量を推計してい

るが、実際の稼働日数などを勘案した上で、改めて処理可能量及び埋立

処分可能量の推計を行うこと。 

③ 災害廃棄物の処理スケジュール 

 推計した処理可能量及び埋立処分可能量と発生量から処理に要する期間を想定

し、災害廃棄物の処理スケジュールを記載する。 

＜記載上の留意点＞ 

災害廃棄物の処理は、仮設焼却炉（設置が必要な場合）の設置期間（申請

期間、設計期間含む）を含めて最長３年間で処理を完了するスケジュール

となるよう留意する。 

（５ページ「表３－１ 発災後の時期区分と特徴」を参照） 

④ 災害廃棄物等の処理フロー 

 災害廃棄物の発生量及び処理可能量及び埋立処分可能量の推計結果を処理フ

ローに記載する。 
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＜記載上の留意点＞ 

図３-４「処理の流れ」の中で、囲んだ部分のフローを示すこと。 

図 ３-４ 処理フローとして記載する範囲（□で囲んだ部分） 

 また、災害廃棄物等の発生量、選別等処理後の廃棄物量、再生資材量等につい

て、記入する標準的な処理フローは、次のとおり。 
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図 ３-５ 標準的な処理フローのイメージ 
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表 ３-７ 処理フローの入力項目と算出式 

番号 入力項目及び算出パラメータ 

① 市町別 災害廃棄物 発生量 

② 市町別 津波堆積物 発生量 

③ 市町別 災害廃棄物（可燃物） 発生量（災害廃棄物の 18.0％） 

④ 市町別 災害廃棄物（柱角材） 発生量（災害廃棄物の 5.4％） 

⑤ 市町別 災害廃棄物（不燃物） 発生量（災害廃棄物の 18.0％） 

⑥ 市町別 災害廃棄物（コンクリートがら） 発生量（災害廃棄物の 52.0％） 

⑦ 市町別 災害廃棄物（金属くず） 発生量（災害廃棄物の 52.0％） 

⑧ ②と同じ（市町別 津波堆積物 発生量） 

⑨ ⑤＋⑯ 選別対象となる災害廃棄物の「⑤不燃物」と津波堆積物の「⑯不燃物」 

⑩ ④×0.29 可燃物焼却後の焼却主灰の発生量 

⑪ ④×0.10 可燃物焼却後の焼却飛灰の発生量 

⑫ ⑨×0.53 不燃物中の土砂の割合 

⑬ ⑨×0.09 不燃物中の汚泥の割合 

⑭ 
⑨×0.38×0.47 不燃物中の資源化分の割合 

 （0.38 選別前の不燃物の割合) (0.47 選別後の資源化分の割合) 

⑮ 
⑨×0.38×0.53 不燃物中の埋立処理の割合 

 （0.38 選別前の不燃物の割合) (0.53 選別後の埋立処理の割合) 

⑯ ⑧×0.11 津波堆積物中の不燃物の割合 

⑰ ⑧×0.06 津波堆積物中の汚泥の割合 

⑱ ⑧×0.83 津波堆積物中の土砂の割合 

⑲ ⑩＋⑪ 主灰と飛灰の合計（→セメント原料化としてリサイクル） 

⑳ 「④柱角材」と同じ（全量再生利用） 

 ⑫＋⑰（「⑫選別後の土砂」 ＋ 「⑰津波堆積物の土砂」） 

 ⑬＋⑭＋⑱（「⑬選別後の汚泥」 ＋ 「⑭選別後の不燃資源化分」 ＋ 「⑱津波堆積物の汚泥」） 

 「⑥コンクリートがら」と同じ（全量再生利用） 

 「⑦金属くず」と同じ（全量再生利用） 

 「⑮不燃物埋立分」と同じ 

 「①市町別 災害廃棄物発生量」と「②市町別 津波堆積物」の合計 

 「 総発生量」と同じ

 「⑩焼却主灰」と「⑪焼却飛灰」の合計 

⑲＋⑳＋ ＋ ＋ ＋ 

（「⑲セメント原料化」＋「⑳燃料・ボード原料」＋「 分別土」＋「 土木資材」＋「 再生砕石」＋「 金属くず」）

 「 最終処分量」と同じ
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⑤ 損壊家屋等の解体・撤去 

 損壊家屋等の解体・撤去の手順について記載する。 

＜記載上の留意点＞ 

＝石綿含有建材使用の有無の確認＝ 

損壊家屋の解体・撤去を行うにあたって、石綿含有建材の使用の有無の

確認、石綿の飛散防止等を図る必要があること。 

作業手順や確認方法、飛散防止方法等については、「災害時における石

綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」（平成19年8月 環境省）を参考に

すること。 

なお、石綿含有建材の種類や使用期間、使用部位等については、「目で

見るアスベスト建材（第２版）」（平成20年3月 国土交通省）などを参

考にすること。 

＝解体・撤去＝ 

損壊家屋、工作物については、ライフラインの早期復旧、損壊家屋の倒

壊による二次被害の防止などの観点から、各段階における優先順位をつ

けておく必要があること。 

時期 優先的に解体・撤去を行うべき損壊家屋等 

災害発生直後 通行の障害となっている損壊家屋等 

応急対応時 倒壊の危険がある損壊家屋、工作物等 

復旧復興時 その他解体の必要が損壊家屋、工作物等 

図 ３-６ 解体・撤去の手順（例） 



-22-

⑥ 収集運搬計画 

 発災時において優先的に回収する災害廃棄物等の種類、収集運搬方法・ルート、

必要資機材、連絡体制・方法について記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

地域防災計画での運搬車両の位置づけを明確に記載すること。 

優先的に回収する災害廃棄物は、有害廃棄物・危険物に加え、夏季は腐敗

性廃棄物等が考えられるので、これらの収集運搬方法を記載すること。 

戸別収集かステーション収集かなど収集方法を記載すること。また、災害

廃棄物処理場所へ陸上運搬、水上運搬などの運搬経路を記載すること。 

発災時の道路の損壊等による通行障害などが生じた場合を考慮した収集運

搬ルートを検討すること。 

災害廃棄物の種類に応じた必要資機材をリストアップすること。 

発災時における収集運搬車両間の連絡体制を確保すること。 
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⑦ 仮置場（一次・二次集積所）の確保と仮設焼却場の設置 

 一次集積場の候補地を選定し、記載すること。二次集積場については、破砕選

別や焼却処理など、既存の処理施設で対応できない場合に、候補地をあらかじめ

選定し記載すること。 

＜記載上の留意事項＞ 

検討報告書に記載している次の事項に留意すること。 

表 ３-８ 集積場の選定及び配置計画にあたっての留意点 

分類 留意点 

仮
置
場
全
般

 候補地は、以下の点を考慮して選定する。 

①公園、グラウンド、公民館、廃棄物処理施設、港湾（水域※を含む）等

の公有地（市有地、県有地、国有地等） ※船舶の係留等 

②未利用工場跡地等で長期間利用が見込まれない民有地（借り上げ） 

③二次災害や環境、地域の基幹産業への影響が小さい地域 

④応急仮設住宅など他の土地利用のニーズの有無 

 ※ただし、空地等は災害時に自衛隊の野営場や避難所・応急仮設住宅等に優

先的に利用されることが多くなることを考慮する必要がある。 

(ア)都市計画法第 6 条に基づく調査（いわゆる「6 条調査」）で整備された

「土地利用現況図」が当該市町村及び都道府県に保管されているので、それ

を参考に他部局との利用調整を図った上で選定作業を行う。 

(イ)仮置場の候補地については、可能であれば土壌汚染の有無等を事前に把

握する。 

(ウ)複数年にわたり使用することが想定される仮置場を設置するにあたり、

特に田畑等を仮置場として使用する場合は、環境上の配慮が必要となる。 

(エ)津波の被災地においては、降雨時等に災害廃棄物からの塩類の溶出が想

定されることから、塩類が溶出しても問題のない場所（例えば、沿岸部や

廃棄物処分場跡地）の選定や遮水シート敷設等による漏出対策を施す必要

がある。 

(オ)二次災害のおそれのない場所が望ましい。 
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一
次
集
積
所

(カ)被災地内の住区基幹公園や空地等、できる限り被災者の生活場所に近い

所に設定する。 

(キ)住民やボランティアによる持ち込みがなされることから、仮置場の場所

や分別方法については、災害初動時に周知する必要がある。 

(ク)分別については、初期の災害廃棄物の撤去が、被災者やボランティアに

よる作業になるため、分別や排出方法をわかりやすく説明した「災害廃棄

物早見表」を配布・共有しておくと良い。 

二
次
集
積
所

(ケ)一時的な保管や一部、破砕処理等を行う仮置場に比べ、広い用地が求め

られるとともに、災害廃棄物を集積して処理することを踏まえ、その位置

を考慮して設定する。 

(コ)災害廃棄物の推計発生量、解体撤去作業の進行、施設の処理能力等を勘

案して、十分な容量を持つ場所とする。これまでの大規模災害の事例で

は、復興の関係から1年程度で全ての対象廃棄物を集め、3 年程度で全て

の処理を終えることを想定している。 

(サ)災害廃棄物の発生状況と効率的な搬入ルート、アクセス道路（搬入路）

の幅員、処理施設等への効率的な搬出ルートを想定、考慮する。処理施設

や処分場へ海上輸送する可能性がある場合は、積出基地（大型船がつけら

れる岸壁）を想定し、近くに選定した方が良い。 

(シ)搬入時の交通、中間処理作業による周辺住民、環境への影響が少ない場

所とする。 

(ス)選定においては、発生量に対応できるスペース以外にも、所有者・跡地

利用、関連重機や車両のアクセス性やワーカビリティ、最低限の防火・消

火用水（確保できない場合は散水機械）、仮設処理施設の電力確 の可能

性等を考慮する。 

(セ)グランドや海水浴場等を使用した場合は、後日、ガラス片等を取り除く

対応が必要な場合がある。また、特に私有地の場合、二次汚染を防止する

ための対策と現状復帰の時の汚染確認方法を事前に作成して、地権者や住

民に提案することが望ましい。 

出典：災害廃棄物対策指針 技術資料1-14-5「仮置場の確保と配置計画にあたっての留意事項」 

表 ３-９ 仮置場候補地（記載方法のイメージ） 

名  称 所在地 面積(m2) 備考 

○○グラウンド ○○市○○町○○○ 1,000 搬入路の舗装が必要 

○○工業団地 ○○市○○町○○○ 3,000  
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⑧ 分別・処理・再資源化方法 

廃棄物の種類ごとの処理方法・再資源化方法を記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

検討報告書に記載した分別・処理・処分例を参考に、市町の実情に応じた

廃棄物の種類ごとの処理方法・再資源化方法を検討すること。 

図 ３-７ 災害廃棄物の分別・処理・処分（例）  
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⑨ 最終処分 

 災害廃棄物の処分先である最終処分場と最終処分量について記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

既存の最終処分場の残余容量と処分対象量とを比較し、処分可能量が不足

する場合は、広域で処分先の確保が必要となること。 

⑩ 環境対策 

労働災害や周辺環境への影響を防ぐために、建物の解体・撤去現場や仮置場に

おける環境モニタリングの項目、内容などを記載すること。 

＜記載上の留意事項＞ 

大気質、騒音・振動、土壌、臭気、水質等の環境モニタリングを行い、

被災後の状況を確認し、情報の提供を行うこと。 

腐敗性廃棄物を優先的に処理し、消石灰等を散布するなど害虫の発生を

防止すること。 

仮置場における火災を未然に防止するための措置を検討する。また、万

一火災が発生した場合に、二次被害の発生を防止するための措置も併せ

て検討すること。 

⑪ 広域的な処理・処分 

 円滑で効率的な災害廃棄物の処理のために、災害廃棄物の広域処理に関する手

続き方法等を記載する。 

 また、既に広域処理の契約や協定がある場合にはその内容を記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

広域的な処理・処分の意義を十分に確認する。 

広域処理の範囲やそれに関係する自治体を想定する。 

港湾のある地域においては水上交通を利用した収集運搬を検討する。 
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⑫ 有害廃棄物・処理困難物の処理 

 有害物質取扱事業所を所管する関係機関と連携し、有害物質取扱事業所の把握

を行うとともに、災害時に備えた厳正な保管及び災害時において講じる対応など

を記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

災害廃棄物の中で、市町の施設では処理が困難なもの（有害廃棄物及び

その他適正処理が困難な廃棄物）について、産業廃棄物（特別管理産業

廃棄物を含む）に該当するものは、事業者の責任において処理すること

を原則とし、一般廃棄物に該当するものは、排出に関する優先順位や適

切な処理方法について住民に広報する必要があること。 

また、有害性・危険性がある廃棄物は、業者引取ルートの整備等の対策

を通じて適正処理を推進することが重要であること。 

有害廃棄物の処理フローは、次に示すとおりであること。 

出典：災害廃棄物対策指針 技術資料1-20-15 「個別有害・危険製品の処理」 

図 ３-８ 有害・危険物処理フロー 
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表 ３-１０ 有害・危険製品の収集・処理方法 

区分 項目 収集方法 処理方法 

有
害
物
質
を
含
む
も
の

廃農薬、殺虫剤、その他薬品

（家庭薬品ではないもの） 
販売店、メーカーに回収依頼

／廃棄物処理許可者に回収・

処理依頼 

中和、焼却 

塗料、ペンキ 焼却 

廃
乾
電
池
類

密閉型ニッケル・カド

ミウム蓄電池（ニカド

電池）、ニッケル水素

電池、リチウムイオン

電池 

リサイクル協力店の回収

（箱）へ 破砕、選別、 

リサイクル 

ボタン電池 電気店等の回収（箱）へ 

カーバッテリー 

リサイクルを実施している

カー用品店・ガソリンスタン

ドへ 

破砕、選別、 

リサイクル（金

属回収） 

廃蛍光灯 
回収（リサイクル）を行って

いる事業者へ 

破砕、選別、 

リサイクル（カ

レット、水銀回

収） 

危
険
性
が
あ
る
も
の

灯油、ガソリン、エンジンオ

イル 
購入店、ガソリンスタンドへ 

焼却、リサイク

ル 

有機溶剤（シンナー等） 

販売店、メーカーに回収依頼

／廃棄物処理許可者に回収・

処理依頼 

焼却 

ガスボンベ 引取販売店への返却依頼 
再利用、リサイ

クル 

カセットボンベ・スプレー缶 

使い切ってから排出する場合

は、穴をあけて燃えないごみ

として排出 

破砕 

消火器 
購入店、メーカー、廃棄物処

理許可者に依頼 

破砕、選別、 

リサイクル 

感
染
性
廃
棄
物(

家
庭) 

使用済注射器針 

使い捨て注射器等 

地域によって自治体で有害ご

みとして収集、指定医療機関

での回収（使用済注射器針回

収薬局等） 

焼却・溶融、埋

立 
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⑬ 津波堆積物の処理・処分 

津波堆積物の性状（土砂、ヘドロ、汚染物など）に応じて適切な処理方法（回

収方法や収集運搬車両の種類等）を選択し記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

津波堆積物の再資源化の可能性については、「東日本大震災津波堆積物

処理指針 平成23年７月13日 環境省」において、有効利用・処分につ

いて次のように方法が整理されているので、これらを参考として検討す

るとともに、新しい知見・情報の収集に努めること。 

表 ３-１１ 津波堆積物の有効利用・処分方法 

津波堆積物 有効利用・処分方法 

①木くず・コンクリートくず

等や有害物質等の混入がない

津波堆積物 

 利用先と物理的性状等について十分な調整の上、埋

め戻し材、盛土材等の土木資材としての利用 

 最終処分が困難な場合は、海洋汚染防止法に基づく

手続き等に従い、関係者の理解を得た上で海洋投入

処分 

 津波堆積物の性状や土地利用の状況及び土地権利者

との調整等によって、撤去を行わないことも検討 

②木くず・

コンクリー

トくず等や

有害物質等

の混入があ

る津波堆積

物 

(a)有害物質を

含まない場合 

 利用先と物理的性状等について十分な調整の上、埋

め戻し材、盛土材等の土木資材としての利用 

 最終処分が困難な場合は、海洋汚染防止法に基づく

手続き等に従い、関係者の理解を得た上で海洋投入

処分 

 受入先と十分な調整の上、セメント原料化 

 受入先と十分な調整の上、舗装用ブロック等の原料

化 

(b)有害物質を

含むまたは渾

然一体で選別

が困難な場合 

 洗浄等による浄化、不溶化・無害化処理、熱処理

（焼却・溶融等） 

 浄化後のものは、利用先と物理的性状について十分

な調整の上、埋め戻し材、盛土材の土木資材として

の利用 

 受入先と十分な調整の上、セメントの原料化 

 浄化・熱処理後のものは、受入先と十分調整の上、

舗装用ブロック等の原料化 

 一般廃棄物最終処分場への最終処分 

(c)選別後の木

くず・コンク

リートくず等 

 コンクリートくず、アスファルトの破片について

は、埋め戻し材、盛土材等の土木資材としての利用

 木くずについては有効利用(有効利用できないもの

については焼却） 

 金属くずについては有価物として売却・譲渡 
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⑭ 思い出の品等の取扱い 

建物の解体など災害廃棄物等を撤去する場合は、思い出の品や貴重品を取り扱

うことを前提として、取扱いルールを記載すること。 

＜記載上の留意事項＞ 

指針に記載されている取扱いルール（例）を参考に検討すること。 

表 ３-１２ 思い出の品等の取扱いルール（案） 

定義 
アルバム、 写真、位牌、賞状、手帳、金庫、貴重品（財

布、通帳、印鑑、貴金属）等 

持ち主の確認方法 公共施設で保管・閲覧し、申告により確認する方法 

回収方法 

災害廃棄物の撤去現場やため者の解体現場で発見された

場合は、その都度、回収する。または、住民・ボラン

ティアの持ち込みによって回収する。 

保管方法 泥や土が付着している場合は、洗浄して保管する。 

運営方法 地元雇用やボランティアの協力等 

返却方法 
基本は面会引き渡しとする。本人確認ができる場合は、

郵送引き渡しも可。 

⑮ 許認可手続きの整理 

 災害廃棄物処理に係る種々の関係法令、許認可手続き等、最新の情報を整理し、

記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「災害対策基本法」の改正内

容等を整理し、迅速な許認可手続き等が行えるようにすること。 

＝廃棄物の処理及び清掃に関する法律＝ 

・非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の手続きの簡素化 

・産業廃棄物処理施設の設置者に係る特例措置 

・非常災害時における一般廃棄物の収集、運搬、処分等の再委託 

＝災害対策基本法＝ 

・大規模災害時、環境大臣による災害廃棄物の処理指針の策定・公表 

・環境大臣による災害廃棄物の処理代行 
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⑯ 災害廃棄物処理事業の進捗管理 

 被害状況に応じた災害廃棄物処理事業の進捗管理の方法を記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

専門職員が不足する場合は、災害廃棄物処理の管理業務をコンサルタン

ト事業者へ委託することを検討すること。 

処理が長期間にわたる場合は、総合的、計画的に処理を進める観点から、

必要に応じ関係機関による連絡会を設置することを検討すること。 

(6) 相談窓口の設置 

災害時においては、被災者から様々な相談・問い合わせが寄せられることが想定

されるため、受付体制（通信網復旧後は専用相談窓口の設置など）及び情報の管理

方法を記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

各種相談窓口の設置手順及び開設の時期について留意すること。 

被災者からの情報を一元管理する方法を検討すること。 

(7) 住民等への周知・広報 

災害廃棄物を適正に処理するため、住民や事業者に対し、平常時から分別意識等

の啓発を行うとともに、発災後、被災者に対する災害廃棄物等の処理に関する広報

の方法等について記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

特に次の事項については、住民の理解を得られるように啓発の方法を検

討すること。 

 仮置場への搬入に際しての分別方法 

 腐敗性廃棄物等の排出方法 

 便乗ごみの排出、混乱に乗じた不法投棄及び野外焼却等の不適正な処

理の禁止 
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(8) 県への事務委託 

被害が甚大で、被災市町が自ら処理することが困難である場合、地方自治法第

252条の14の規定に基づき、災害廃棄物処理の県への事務委託が可能であることを

記載する。 

＜記載上の留意事項＞ 

指針や検討報告書に基づき、事務委託の規約やスキームを整理しておく

こと。 

【参考：県と市町との協議書類イメージ（東日本大震災 宮城県環境生活部の活動記録を参照）】 

山口県知事  ○○ ○○ 様 

○○市町長  ○○ ○○ 

災害等廃棄物処理の事務の委託について（協議） 

このことについて、別紙のとおり規約を定め，災害等廃棄物の事務を委託した

いので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定

により協議します。 

○○（市・町）長 ○○ ○○ 様 

山口県知事 ○○ ○○ 

災害等廃棄物処理の事務の受託について（回答） 

平成○○年○月○日付け○○第○○号で協議の申出のありました災害等廃棄物

処理の事務の委託については、別紙のとおり規約を定め、災害等廃棄物処理の事

務を受託することに同意します。 

なお，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第３項におい

て準用する同法第２５２条の２第２項の規定に基づく告示については、平成○○

年○月○日付け山口県告示第○○号で行いますが、貴市（町）においても告示さ

れるようお願いします。 
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（別紙） 

○○市（町）と山口県との間の災害等廃棄物処理の事務の委託に関する規約 

（災害等廃棄物処理の事務の委託）  

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定

により、○○市（町）は、その事務として行う廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（昭和４５年法律第１３７号）第２２条に規定する災害その他の事由によ

り特に必要となった廃棄物の処理（以下「災害等廃棄物処理の事務」という。）

を山口県に委託する。 

（委託事務の範囲） 

 第２条 前条の規定により山口県に委託する災害等廃棄物処理の事務（以下

「委託事務」という。）の範囲は、○○○○○○による災害により特に必要と

なった廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理とする。 

（委託事務の管理及び執行の方法等） 

第３条 委託事務の管理及び執行については、山口県の条例、規則その他の規程

（以下「条例等」という。）の定めるところによる。 

２ 委託事務の管理及び執行によって生じる収益は、山口県の収入とする。 

（委託事務に要する経費の負担等） 

第４条 委託事務に要する経費は、○○市（町）が負担する。 

２ 前項の経費の算定の方法並びに交付の方法及びその時期は、○○市（町）と

山口県とが協議して定める。この場合において、山口県知事は、あらかじめ当

該経費の見積りに関する書類を○○市（町）長に送付するものとする。 

（補足） 

第５条 山口県知事は、委託事務の管理及び執行に関する条例等を制定し、改正

し、又は廃止したときは、直ちに○○市（町）長に通知するものとする。 

２ この規約に定めるもののほか、災害等廃棄物処理の事務の委託に関し必要な

事項は、○○市（町）と山口県とが協議して定める。 

附 則 

この規約は、平成○○年○月○日から施行する。  
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(9) 国の災害廃棄物処理支援システムの活用 

災害廃棄物処理実行計画の策定等に当たって、災害廃棄物処理支援ネットワーク

（D.Waste-Net）を活用することを記載する。 
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第４章 資料編 

１. 被害想定データ 

※出典はすべて「平成25年度 地震・津波被害想定設定業務委託 第1工区報告書」 

(1) 想定地震・津波 

 南海トラフ巨大地震 

(2) 被害想定結果の概要 

表 ４-１ 被害想定結果概要 



-36-

(3) 市町別被害想定基礎データ 

① 地震動・土砂災害 

② 建物被害（風速15m/s、冬18時のケース） 
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③ 人的被害（風速15m/s、冬18時のケース） 

④ ライフライン・交通施設・生活支障・その他施設 
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⑤ ライフラインの復旧予測 

i. 上水道 

ii. 下水道 

１カ月後 

１カ月後 
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⑥ 避難者の時間推移 

１カ月後 
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２. 災害廃棄物等の発生量等 

(1) 災害廃棄物及び津波堆積物の推計方法 

表１ 災害廃棄物発生量パラメータ一覧 

項目 計算式、パラメータ等 

災害廃棄物発生量 

被害を受けた建物の総床面積 床面積あたり廃棄物重量 

＝（全壊・焼失棟数） １棟あたり床面積×床面積あ

たりの震災廃棄物発生量 

床面積あたりの震災廃

棄物発生量 

木造：0.6トン/m2、非木造：1.0トン/m2

火災による焼失：0.23トン/m2

津波浸水ごみの１棟あ

たり廃棄物発生量 
116トン/棟 

１棟あたり平均床面積 木造：118㎡/棟、非木造：329㎡/棟 

出典：被害想定調査報告書 

表２ 津波堆積物発生量パラメータ一覧 

項目 計算式、パラメータ等 

津波堆積物発生量 津波浸水面積×平均津波堆積高×体積重量換算係数 

体積重量換算係数 1.10～1.46トン/m3

出典：被害想定調査報告書 

表３ 災害廃棄物の種類別内訳比率（南海トラフ巨大地震に適用分のみ掲載） 

項目 

液状化、揺れ、津波 火災 

東日本大震災の実績 

(宮城県+岩手県) 

既往文献の発生源単位をもとに設定 

木造 非木造 

可燃物 18％ 0.1％ 0.1％ 

不燃物 18％ 65％ 20％ 

コンクリートがら 52％ 31％ 76％ 

金属 6.6％ 4％ 4％ 

柱角材 5.4％ 0％ 0％ 

出典：災害廃棄物対策指針 技術資料1-11-1-1「災害廃棄物等の発生量の推計」 

(2) 仮置場の必要面積の算定方法 

表４ 一次集積所必要面積算定式 

項 目 計算式、パラメータ等 

面積 集積量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（１＋作業ｽﾍﾟｰｽ割合） 

集積量 災害廃棄物等の発生量－処理量 

処理量 災害廃棄物等の発生量÷処理期間 

見かけ比重 可燃物 0.4（t/m３）、不燃物 1.1（t/m３） 

積み上げ高さ 5ｍ以下が望ましい 

作業ｽﾍﾟｰｽ割合 0.8～1 

出典：災害廃棄物対策指針 技術資料1-14-4「仮置場の必要面積の算定方法の例１」 
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(3) 生活に伴い発生する廃棄物の推計方法 

表５ 避難所から発生する生活ごみ量パラメータ一覧 

項目 計算式、パラメータ等 

避難所から発生す

る生活ごみ量 
災害時における避難者数 １人１日平均排出量 

避難者数 被害想定調査報告書より抽出 

１人１日平均排出

量 

一般廃棄物処理実態調査報告書 平成25年度実績より 

生活系ごみ収集量／収集人口 

出典：災害廃棄物対策指針 技術資料１－１１－１－２ 

「避難所ごみの発生量、し尿収集必要量の推計方法」 

(4) 災害発生時のし尿収集必要量及び仮設トイレ必要基数の推計方法 

表６ し尿収集必要量パラメータ一覧 

項目 計算式、パラメータ等 

し尿収集必要量 

災害時におけるし尿収集必要人数 １人１日平均排出量 

＝（仮設トイレ必要人数＋非水洗化区域し尿収集人口） 

１人１日平均排出量

仮設トイレ必要人数 避難者数＋断水による仮設トイレ必要人数 

断水による 

仮設トイレ必要人数
｛水洗化人口－避難者数 （水洗化人口／総人口）｝ 断水率 １／２ 

非水洗化区域し尿収

集人口 
し尿収集人口－避難者数 （し尿収集人口／総人口） 

水洗化人口、総人

口、し尿収集人口 
一般廃棄物処理実態調査報告書（平成25年度） 

避難者数、断水率 被害想定調査報告書より抽出 

１人１日平均排出量
一般廃棄物処理実態調査報告書（平成25年度） 

→ し尿収集量／し尿収集人口 

出典：災害廃棄物対策指針 技術資料1-11-1-2 

「避難所ごみの発生量、し尿収集必要量の推計方法」 

表７ 仮設トイレの必要基数 

項目 計算式、パラメータ等 

仮設トイレ必要基数 仮設トイレ必要人数／仮設トイレ設置目安 

仮設トイレ設置目安 
仮設トイレの容量／し尿の１人１日平均排出量／収集頻

度 

仮設トイレの容量 400Lとする。 

収集頻度 ３日／回 

出典：災害廃棄物対策指針 技術資料1-11-1-2 

「避難所ごみの発生量、し尿収集必要量の推計方法」 
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(5) 市町別災害廃棄物及び津波堆積物発生量 

表８ 市町別災害廃棄物及び津波堆積物 

※「①災害廃棄物等発生量 － ③津波堆積物」がマイナスとなる市町については、

④災害廃棄物を０として端数調整している。 

※浸水面積は、被害想定設定報告書による。

表９ 建物被害別災害廃棄物等発生量 

(単位：トン) 

①災害廃棄物等 津波堆積物 ④災害廃棄物 ⑤津波堆積物

発生量 浸水面積 ②浸水面積比率 ③津波堆積物

万トン ha 振り分け(万トン) 万トン 万トン

471万トン ② ①-③ ①-④

下関市 36 637 7.4% 34.854 1.146 34.854

宇部市 36 610 7.1% 33.441 2.559 33.441

山口市 101 1,666 19.3% 90.903 10.097 90.903

萩市 0 0 0.0% 0.000 0.000 0.000

防府市 60 1,022 11.8% 55.578 4.422 55.578

下松市 5 90 1.0% 4.710 0.290 4.710

岩国市 99 1,573 18.2% 85.722 11.192 87.808

光市 6 82 0.9% 4.239 1.761 4.239

長門市 0 0 0.0% 0.000 0.000 0.000

柳井市 35 474 5.5% 25.905 9.095 25.905

美祢市 0 0 0.0% 0.000 0.000 0.000

周南市 30 494 5.7% 26.847 3.153 26.847

山陽小野田市 55 830 9.6% 45.216 9.784 45.216

周防大島町 24 455 5.3% 24.963 0.000 24.000

和木町 7 71 0.8% 3.768 3.232 3.768

上関町 6 116 1.3% 6.123 0.000 6.000

田布施町 9 157 1.8% 8.478 0.522 8.478

平生町 24 373 4.3% 20.253 3.747 20.253

阿武町 0 0 0.0% 0.000 0.000 0.000

合計 533 8,650 100.0% 471.000 61.000 472.000

市町

木造 非木造
棟数 （116トン/棟） 合計 棟数 （116トン/棟） 合計 78% 22%

揺れ 液状化 土砂災害
津波
浸水ごみ

揺れ 液状化 土砂災害
津波
浸水ごみ

棟数×(118m3/棟) 棟数×(329m3/棟)

×（0.23トン/m3） ×（0.23トン/m3）

下関市 0 0 0 17,400 17400 0 0 0 1,856 1856 0 0
宇部市 0 6,868 0 32,480 39348 0 0 0 5,336 5336 0 0
山口市 0 22,514 0 30,740 53254 0 1,395 0 6,264 7659 0 0
萩市 0 2,266 0 0 2266 0 0 0 0 0 0 0
防府市 0 708 0 18,444 19152 0 0 0 5,916 5916 0 0
下松市 0 2,124 0 116 2240 0 0 0 0 0 0 0
岩国市 26,904 36,533 1,770 53,824 119031 16,391 3,139 2,441 21,924 43895 656 516
光市 0 12,390 0 2,320 14710 0 2,441 0 348 2789 0 0
長門市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳井市 3,682 5,522 212 56,724 66140 1,395 0 349 11,368 13112 0 0
美祢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
周南市 0 1,558 0 9,164 10722 0 0 0 3,132 3132 0 0
山陽小野田市 0 850 0 74,240 75090 0 0 0 10,904 10904 0 0
周防大島町 4,390 12,532 779 10,788 28489 697 349 349 580 1975 0 0
和木町 1,912 10,266 0 7,192 19370 5,231 7,672 0 3,016 15919 0 0
上関町 637 212 496 2,552 3897 349 0 349 232 930 0 0
田布施町 142 2,195 142 1,508 3987 0 0 0 116 116 0 0
平生町 496 5,876 142 11,484 17998 349 349 0 1,044 1742 0 0
阿武町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 38,163 122,414 3,541 328,976 493094 24,412 15,345 3,488 72,036 115,281 656 516
岩国市の火災焼失の木造、非木造比率は、基礎データによる棟数比率と同等とし、火災による焼失の1棟あたり平均床面積は次のとおりとする。

種類 棟数 割合
床面積
（m3/棟）

木造 83,980 78% 118
非木造 23,692 22% 329
合計 107,672 100% 164

棟数 （118m3/棟） (0.6トン/m3） 棟数 （329m3/棟） （1.0トン/m3）

火災焼失

市町

全壊（揺れ、液状化、土砂災害、津波）
木造 非木造
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表10 建物被害別種類別災害廃棄物等発生量 

(揺れ、液状化、土砂災害及び津波災害廃棄物) 

表11 建物被害別種類別災害廃棄物等発生量 

（火災廃棄物[木造]) 

※比率計算により発生量補正 

液状化、揺れ 液状化、揺れ、土砂、津波災害廃棄物の種類別内訳
災害廃棄物 土砂、津波 可燃物 不燃物 ｺﾝｸﾘｰﾄがら 金属 柱角材 合計

災害廃棄物量 18.0% 18.0% 52.0% 6.6% 5.4%
万トン 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン

下関市 1.146 1.146 0.206 0.206 0.596 0.076 0.062 1.146
宇部市 2.559 2.559 0.461 0.461 1.330 0.169 0.138 2.559
山口市 10.097 10.097 1.817 1.817 5.252 0.666 0.545 10.097
萩市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
防府市 4.422 4.422 0.796 0.796 2.299 0.292 0.239 4.422
下松市 0.290 0.290 0.052 0.052 0.151 0.019 0.016 0.290
岩国市 11.192 11.112 2.000 2.000 5.779 0.733 0.600 11.112
光市 1.761 1.761 0.317 0.317 0.916 0.116 0.095 1.761
長門市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
柳井市 9.095 9.095 1.637 1.637 4.730 0.600 0.491 9.095
美祢市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
周南市 3.153 3.153 0.568 0.568 1.639 0.208 0.170 3.153
山陽小野田市 9.784 9.784 1.761 1.761 5.088 0.646 0.528 9.784
周防大島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
和木町 3.232 3.232 0.582 0.582 1.680 0.213 0.175 3.232
上関町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
田布施町 0.522 0.522 0.094 0.094 0.272 0.034 0.028 0.522
平生町 3.747 3.747 0.674 0.674 1.950 0.247 0.202 3.747
阿武町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
合計 61.000 60.920 10.965 10.965 31.682 4.019 3.289 60.920

市町

火災廃棄物 火災廃棄物種類別内訳（木造）
災害廃棄物 木造 可燃物 不燃物 ｺﾝｸﾘｰﾄがら 金属 柱角材 合計

災害廃棄物量 0.1% 65.0% 31.0% 4.0% 0.0%
万トン 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン

下関市 1.146 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
宇部市 2.559 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
山口市 10.097 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
萩市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
防府市 4.422 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
下松市 0.290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
岩国市 11.192 0.045 0.000 0.029 0.014 0.002 0.000 0.045
光市 1.761 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
長門市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
柳井市 9.095 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
美祢市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
周南市 3.153 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
山陽小野田市 9.784 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
周防大島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
和木町 3.232 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
上関町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
田布施町 0.522 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
平生町 3.747 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
阿武町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
合計 61.000 0.045 0.000 0.029 0.014 0.002 0.000 0.045

市町
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表12 建物被害別種類別災害廃棄物等発生量 

（火災廃棄物[非木造]) 

※比率計算により発生量補正 

表13 市町別災害廃棄物等の種類別内訳 

火災廃棄物 液状化、揺れ、津波災害廃棄物の種類別割合(非木造）
災害廃棄物 非木造 可燃物 不燃物 ｺﾝｸﾘｰﾄがら 金属 柱角材 合計

災害廃棄物量 0.1% 20.0% 76.0% 4.0% 0.0%
万トン 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン 万トン

下関市 1.146 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
宇部市 2.559 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
山口市 10.097 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
萩市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
防府市 4.422 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
下松市 0.290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
岩国市 11.192 0.035 0.000 0.007 0.027 0.001 0.000 0.035
光市 1.761 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
長門市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
柳井市 9.095 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
美祢市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
周南市 3.153 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
山陽小野田市 9.784 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
周防大島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
和木町 3.232 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
上関町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
田布施町 0.522 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
平生町 3.747 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
阿武町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
合計 61 .000 0.035 0.000 0.007 0.027 0.001 0.000 0.035

市町

災害廃棄物 津波堆積物

可燃物 不燃物 ｺﾝｸﾘｰﾄがら 金属 柱角材 合計

トン トン トン トン トン トン トン トン

下関市 11,460 2,060 2,060 5,960 760 620 11,460 348,540

宇部市 25,590 4,610 4,610 13,300 1,690 1,380 25,590 334,410

山口市 100,970 18,170 18,170 52,520 6,660 5,450 100,970 909,030

萩市 0 0 0 0 0 0 0 0

防府市 44,220 7,960 7,960 22,990 2,920 2,390 44,220 555,780

下松市 2,900 520 520 1,510 190 160 2,900 47,100

岩国市 111,920 20,000 20,360 58,200 7,360 6,000 111,920 878,080

光市 17,610 3,170 3,170 9,160 1,160 950 17,610 42,390

長門市 0 0 0 0 0 0 0 0

柳井市 90,950 16,370 16,370 47,300 6,000 4,910 90,950 259,050

美祢市 0 0 0 0 0 0 0 0

周南市 31,530 5,680 5,680 16,390 2,080 1,700 31,530 268,470

山陽小野田市 97,840 17,610 17,610 50,880 6,460 5,280 97,840 452,160

周防大島町 0 0 0 0 0 0 0 240,000

和木町 32,320 5,820 5,820 16,800 2,130 1,750 32,320 37,680

上関町 0 0 0 0 0 0 0 60,000

田布施町 5,220 940 940 2,720 340 280 5,220 84,780

平生町 37,470 6,740 6,740 19,500 2,470 2,020 37,470 202,530

阿武町 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 610,000 109,650 110,010 317,230 40,220 32,890 610,000 4 ,720 ,000

市町
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(6) 災害廃棄物等の一次集積所必要面積 

表14 災害廃棄物等の仮置必要容積 

※見かけ比重は可燃物0.4t/m3、不燃物1.1t/m3、津波堆積物1.1t/m3 
出典：災害廃棄物対策指針 技術資料1-14-4 

表 15 災害廃棄物等の一次集積所必要面積（最大：全量集積） 

災害廃棄物 津波堆積物

可燃物 不燃物 ｺﾝｸﾘｰﾄがら 金属 柱角材 合計
0.4t/m3 1.1t/m3 1.1t/m3 1.1t/m3 0.4t/m3 1.1t/m3

ｍ
３

ｍ
３

ｍ
３

ｍ
３

ｍ
３

ｍ
３

ｍ
３

ｍ
３

下関市 14,680 5,150 1,870 5,420 690 1,550 14,680 316,850

宇部市 32,800 11,530 4,190 12,090 1,540 3,450 32,800 304,010

山口市 129,380 45,430 16,520 47,750 6,050 13,630 129,380 826,390

萩市 0 0 0 0 0 0 0 0

防府市 56,670 19,900 7,240 20,900 2,650 5,980 56,670 505,250

下松市 3,710 1,300 470 1,370 170 400 3,710 42,820

岩国市 143,110 50,000 18,510 52,910 6,690 15,000 143,110 798,250

光市 22,570 7,930 2,880 8,330 1,050 2,380 22,570 38,540

長門市 0 0 0 0 0 0 0 0

柳井市 116,540 40,930 14,880 43,000 5,450 12,280 116,540 235,500

美祢市 0 0 0 0 0 0 0 0

周南市 40,400 14,200 5,160 14,900 1,890 4,250 40,400 244,060

山陽小野田市 125,360 44,030 16,010 46,250 5,870 13,200 125,360 411,050

周防大島町 0 0 0 0 0 0 0 218,180

和木町 41,430 14,550 5,290 15,270 1,940 4,380 41,430 34,250

上関町 0 0 0 0 0 0 0 54,550

田布施町 6,680 2,350 850 2,470 310 700 6,680 77,070

平生町 48,010 16,850 6,130 17,730 2,250 5,050 48,010 184,120

阿武町 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 781,340 274,150 100,000 288,390 36,550 82,250 781,340 4 ,290 ,890

市町

災害廃棄物 津波堆積物

可燃物 不燃物 ｺﾝｸﾘｰﾄがら 金属 柱角材 合計

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

下関市 5,872 2,060 748 2,168 276 620 5,872 126,740

宇部市 13,120 4,612 1,676 4,836 616 1,380 13,120 121,604

山口市 51,752 18,172 6,608 19,100 2,420 5,452 51,752 330,556

萩市 0 0 0 0 0 0 0 0

防府市 22,668 7,960 2,896 8,360 1,060 2,392 22,668 202,100

下松市 1,484 520 188 548 68 160 1,484 17,128

岩国市 57,244 20,000 7,404 21,164 2,676 6,000 57,244 319,300

光市 9,028 3,172 1,152 3,332 420 952 9,028 15,416

長門市 0 0 0 0 0 0 0 0

柳井市 46,616 16,372 5,952 17,200 2,180 4,912 46,616 94,200

美祢市 0 0 0 0 0 0 0 0

周南市 16,160 5,680 2,064 5,960 756 1,700 16,160 97,624

山陽小野田市 50,144 17,612 6,404 18,500 2,348 5,280 50,144 164,420

周防大島町 0 0 0 0 0 0 0 87,272

和木町 16,572 5,820 2,116 6,108 776 1,752 16,572 13,700

上関町 0 0 0 0 0 0 0 21,820

田布施町 2,672 940 340 988 124 280 2,672 30,828

平生町 19,204 6,740 2,452 7,092 900 2,020 19,204 73,648

阿武町 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 312 ,536 109,660 40,000 115,356 14,620 32,900 312,536 1 ,716 ,356

市町
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(7) 市町別の避難所から発生する生活ごみ量 

表 16 避難所から発生する生活ごみ量の推計結果 

(8) 市町ごとのし尿収集必要量及び仮設トイレ必要基数 

表 17 し尿収集必要量 

表 18 仮設トイレ必要基数 

1人1日
直後 １週間後 １カ月後 平均排出量 直後 １週間後 １カ月後

(L/人・日 ）
下関市 30,263 21,258 20,858 1.9 57,500 40,390 39,630
宇部市 31,005 21,281 20,581 2.3 71,312 48,946 47,336
山口市 28,523 22,622 22,153 2.0 57,046 45,244 44,306
萩市 3,541 3,539 3,535 4.0 14,164 14,156 14,140
防府市 18,226 12,996 12,653 1.7 30,984 22,093 21,510
下松市 4,249 3,123 2,953 3.3 14,022 10,306 9,745
岩国市 86,204 42,461 14,600 2.6 224,130 110,399 37,960
光市 10,763 6,244 6,058 1.0 10,763 6,244 6,058
長門市 5,517 5,517 5,517 1.2 6,620 6,620 6,620
柳井市 18,431 6,268 4,791 3.1 57,136 19,431 14,852
美祢市 4,776 4,776 4,776 2.7 12,895 12,895 12,895
周南市 20,414 9,640 9,095 2.6 53,076 25,064 23,647
山陽小野田市 18,199 12,845 12,052 3.8 69,156 48,811 45,798
周防大島町 13,145 8,628 5,900 1.7 22,347 14,668 10,030
和木町 4,275 1,776 181 1.4 5,985 2,486 253
上関町 2,908 2,210 2,144 1.6 4,653 3,536 3,430
田布施町 7,026 2,260 1,650 3.3 23,186 7,458 5,445
平生町 8,357 2,647 1,919 2.4 20,057 6,353 4,606
阿武町 334 332 332 1.1 367 365 365
合計 316,156 190,423 151,748 2.3 755,399 445,465 348,626

災害時におけるし尿収集必要人数(人） 災害時におけるし尿収集必要量(L/日）

市町名

直後 １週間後 １カ月後 直後 １週間後 １カ月後 直後 １週間後 １カ月後 直後 １週間後 １カ月後
（t/日) （t/日) （t/日) （t/日) （t/日) （t/日) （t/日) （t/日) （t/日) （t/日) （t/日) （t/日)

下関市 4.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 0.1 0.0 6.1 0.4 0.1
宇部市 6.1 0.6 0.2 0.3 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0 7.6 0.7 0.2
山口市 3.0 0.3 0.1 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 3.7 0.3 0.1
萩市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府市 3.8 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 4.0 0.3 0.1
下松市 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
岩国市 11.2 3.1 0.9 0.2 0.1 0.0 5.1 1.4 0.4 16.5 4.6 1.3
光市 2.5 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 3.5 0.3 0.1
長門市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井市 5.0 0.6 0.2 0.4 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 6.0 0.7 0.2
美祢市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
周南市 5.3 0.3 0.1 0.3 0.0 0.0 2.1 0.1 0.0 7.7 0.4 0.1
山陽小野田市 4.9 0.9 0.3 0.2 0.0 0.0 0.9 0.2 0.1 6.0 1.1 0.4
周防大島町 2.6 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 3.2 0.7 0.2
和木町 1.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 1.4 0.3 0.1
上関町 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.3 0.1 0.0
田布施町 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.0 0.2 0.0
平生町 2.7 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 3.4 0.5 0.1
阿武町 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 55.1 8.1 2.5 2.2 0.1 0.0 14.7 2.4 0.5 72.0 10.6 3.0

可燃ごみ発生量 不燃ごみ発生量 資源ごみ発生量 生活ごみ発生量合計

市町名

1人1日 仮設トイレの 収集計画
直後 １週間後 １カ月後 平均排出量 平均的容量 直後 １週間後 １カ月後

(L/人・日 ） (L/基 ） (日/回 ）
下関市 10,379 652 220 1.9 400 3 148 10 4
宇部市 12,228 1,221 428 2.3 400 3 211 22 8
山口市 7,278 779 261 2.0 400 3 110 12 4
萩市 14 12 7 4.0 400 3 1 1 1
防府市 6,431 589 206 1.7 400 3 82 8 3
下松市 1,375 203 31 3.3 400 3 35 6 1
岩国市 78,934 33,951 5,762 2.6 400 3 1,540 663 113
光市 5,393 339 133 1.0 400 3 41 3 1
長門市 0 0 0 1.2 400 3 0 0 0
柳井市 15,027 1,899 327 3.1 400 3 350 45 8
美祢市 0 0 0 2.7 400 3 0 0 0
周南市 12,270 828 253 2.6 400 3 240 17 5
山陽小野田市 7,974 1,451 485 3.8 400 3 228 42 14
周防大島町 9,291 3,648 678 1.7 400 3 119 47 9
和木町 4,272 1,772 177 1.4 400 3 45 19 2
上関町 1,686 156 30 1.6 400 3 21 2 1
田布施町 5,587 705 74 3.3 400 3 139 18 2
平生町 7,194 990 197 2.4 400 3 130 18 4
阿武町 2 0 0 1.1 400 3 1 0 0
合計 185,335 49,195 9,269 2.3 400 3 3,441 933 180

仮設トイレ必要人数(人） 仮設トイレ必要設置数(基）

市町名
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３. 災害時応援協定関係資料 

山口県及び市町相互間の災害時応援協定書

（趣旨） 

第１条 この協定は、山口県内において災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「災対法」とい

う。）第２条第１号に規定する災害が発生し、被災した市町が応急措置を実施するため必要があると認める

ときは、山口県（以下「県」という。）及び県内市町に対して災対法第６７条第１項及び同法第６８条第１

項に基づく応援の要請を行うものとし、県及び県内市町は応援を迅速かつ円滑に行うために、必要な事項を

定めるものとする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は次のとおりとする。 

（１）災害応援に必要な職員の派遣 

（２）食料、飲料水及び生活必需品の提供 

（３）避難及び収容施設並びに住宅の提供 

（４）医療及び防疫に必要な資機材及び物資の提供 

（５）遺体の火葬のための施設の提供 

（６）ごみ及びし尿の処理のための装備及び施設の提供 

（７）災害応援措置に必要な車両等及び資機材の提供 

（８）ボランティアの調整 

（９）その他、特に要請のあった事項 

（応援の要請） 

第３条 応援を受けようとする被災市町（以下「受援市町」という。）は、次の事項を可能な限り明らかにし

て、県に対し文書により要請するものとする。ただし、事態が切迫している場合は、電話、ファクシミリ等

により応援の要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。 

（１）被害の状況 

（２）前条第１号及び第８号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

（３）前条第２号から第７号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

（４）応援の場所及びその場所への経路 

（５）応援を必要とする期間 

（６）前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 県は、前項の要請を受けたときは、速やかに、応援可能な市町と調整を行った上で、県の応援も含めた応

援計画を作成し、応援を行う市町（以下「応援市町」という。）及び受援市町に、応援計画を通知するもの

とする。 

３ 県及び応援市町は、最大限その責務を果たすよう努めるものとする。 

４ 第１項による要請をもって、受援市町から各応援市町に対して応援の要請があったものとみなす。 

（市町を指定した応援要請） 

第４条 受援市町は、あらかじめ指定した県内の市町（以下「応援指定市町」という。）に、応援を要請する

ことができる。 
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２ 前項に規定する応援については、前２条の規定を準用する。 

３ 県は、応援指定市町に対し、応援要請内容を伝えるとともに、協力を要請するものとする。 

４ 受援市町は、特に緊急を要する場合、応援指定市町に直接要請することができる。   

  なお、この場合において、受援市町は事後必ず県にその旨連絡する。 

（自主応援） 

第５条 県及び市町は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市町と連絡が取れない場合に、自主的

な情報収集活動等に基づき、応援の必要があると判断したときは、第３条又は第４条による被災市町からの

応援要請を待たずに、この協定に定めるところにより応援を行うことができる。 

２ 前項の場合、第３条第１項の応援の要請があったものとみなす。 

（経費の負担） 

第６条 県又は市町が前３条の規定に基づく応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、原

則として受援市町の負担とする。 

２ 受援市町において費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときには、応援を行った県

又は応援市町は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか経費負担等に関し必要な事項は、別に定める。 

（他の協定との関係） 

第７条 この協定は、県又は市町が締結する災害時の応援に係る他の協定を妨げるものではない。 

（平時の活動） 

第８条 県及び市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平時から次の事項を実施するよう努め

るものとする。 

（１）情報交換を密にするため、原則として年１回連絡会議を開催する。 

（２）県及び他の市町主催の防災訓練に相互に参加する。 

（３）その他必要な事項 

（補則） 

第９条 この協定に関し必要な事項については、県及び県内市町が協議の上、別に定めるものとする。 

２ この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度協議して定めるものとする。 

 附 則 

１ この協定は、平成２４年１月１２日から施行する。 

２ この協定の締結を証するため、本協定書を２０通作成し、山口県知事及び各市町長が記名押印の上、各１

通を所持する。 

  平成２４年１月１２日 

    記名押印省略  


